
総社市こども夢応援表彰（藤井秀昭賞）募集要項 

1 趣   旨   総社市こども夢応援藤井基金を活用した，こどもの夢を応援する事業として，スポーツ 

及び文化芸術等の分野において顕著な成績を収め，市民のスポーツ及び文化芸術等の 

推進に対する機運を高めることに貢献した児童生徒を表彰することで，これらの分野 

の活動を奨励し，もって児童生徒の健全育成に寄与することを目的とする。 

2 募 集 分 野   スポーツ及び文化芸術等の分野。 

各分野に「個人」と「団体」を設ける。 

3 表彰対象者     〇総社市内に在住する小学校・中学校・義務教育学校・中等教育課程前期課程の児童生 

徒。 

〇総社市立小学校・中学校・義務教育学校に在籍する児童生徒。 

        〇総社市内に所在し，かつ，市内に活動拠点を有している団体（学校以外の団体にあっ

ては，当該団体の大会等登録メンバーのうち１０名以上が市内に在住又は総社市立学

校に在籍する児童生徒である団体） 

〇本表彰を受けた個人は，表彰後３年を経過していれば再度表彰を受けることができる。 

4 表彰の目安  【スポーツ分野】 

〇予選，選考等を経て出場した全国大会で 3 位以内又はこれに準ずる成績を収めたもの 

         〇予選，選考等を経た国際大会に出場し顕著な成績を収めたもの 

※「全国大会」とは日本スポーツ協会加盟の中央競技団体等が主催又は共催となって 

開催される大会とし，全国障害者スポーツ大会を含む。 

※「国際大会」とは，全国大会を通過して出場する大会で，数か国以上参加の大会と 

する。 

※大会は，特定の流儀や流派等に属するものが主として参加するものを除く。 

※表彰の目安を満たしている場合でも，大会規模等により被表彰者とならない場合が 

ある。     

        【文化芸術等分野】 

         〇予選，選考，推薦等を経て出場，出展した全国大会・コンクール等で 3 位以内又はこ 

れに準ずる成績を収めたもの 

〇予選，選考，推薦等を経て出場・出展した国際大会・コンクール等で顕著な成績を収 

めたもの 

          ※「全国大会・コンクール等」とは，国，地方公共団体，又は文化芸術等活動を行う 

組織，団体，法人又は新聞社，報道局が主催，共催等を行う大会等とする。 

          ※「国際大会・コンクール等」とは，全国大会等を通過して出場する大会等で，数か 

国以上参加の大会等とする。 

          ※大会・コンクール等は，特定の流儀や流派等に属する者が主として参加するものを 

除く。 

※表彰の目安を満たしている場合でも，大会規模等により被表彰者とならない場合が 

 ある。 

5 対 象 期 間   令和 7 年 4 月 1 日～令和８年３月３１日の間に収めた成績 

 

  



 

6 応 募 方 法   【提出書類】 

          ①推薦書  様式１（個人）又は様式２（団体） 

          ②添付資料 成績及び大会の内容が分かる資料 

                 例：大会プログラム，大会要項，大会主催者が出す記録，賞状  

                団体（チーム）登録メンバー表 ※団体の場合は必須 

 

        ＜留意事項＞ 

〇自薦他薦は問わない。 

〇市内学校部活動における成績の場合，推薦は学校が行う。 

〇原則として「団体」の基準は１０名以上とし，９名以下の場合は個人扱いとする。 

〇市外に所在する団体に所属し，団体競技等での成績で応募する場合は個人扱いとす 

る。 

【提出先】 

〒７１９－１１９２ 総社市中央一丁目１番１号 

           総社市教育委員会 学校教育課   

        【提出方法】 

           郵送または学校教育課窓口へ持参 

               【提出期間】 

令和８年２月２日（月）～令和８年４月１５日（水）必着  

7 表 彰 内 容   〇表彰は表彰状と金品を授与する。 

・個人表彰は３万円を贈呈する。 

      ・団体表彰は３０万円を贈呈する。 

8 表彰者の決定   〇被表彰者は審査委員会で審査し，教育委員会が決定する。 

〇表彰は予算の範囲内で行うものとする。 

〇この表彰は令和 8 年度予算により実施するため，予算が成立しなかった場合は表彰は行わ 

ない。 

〇審査結果及び表彰式の案内は，推薦者及び被表彰者あてに通知し，表彰式は夏期に行う。 

〇被表彰者が受賞の名誉を失墜したと認められるときは，表彰を中止し，又は既に行った表  

彰を取り消し返金を求める場合がある。 

〇審査結果に関する問い合わせ及び異議に応じることはできない。 


